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北陸発電工事株式会社

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

　　時価のないその他有価証券のみで、移動平均法による原価法によっている。

②棚卸資産

　　未成工事支出金 ‥‥‥ 個別法による原価法によっている。

　　材料貯蔵品 ‥‥‥‥‥ 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

　　　　　　　　　　　　　方法）によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　　定率法によっている。また、平成10年4月1日以降取得の建物については、定額法としている。

②無形固定資産

　　定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①貸 倒 引 当 金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定する法定繰入率により、特定の債

　権については、回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。数理計

　算上の差異は、その発生年度の費用として処理している。

③役員退任慰労引当金

　　役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

④工事損失引当金

　　受注した工事について総見積工事原価が請負金額を超える可能性が高く、かつ、その損失見込額が合理的に見

　積もることができる場合、その損失見込額を計上している。

⑤損害補償損失引当金

　　工事に対する損害補償に備えるため、当事業年度末における損失見込額を計上している。

(4)収益及び費用の計上基準

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、

　その他の工事契約については、工事完成基準を適用して計上している。なお、工事進行基準を適用する工事の当

　事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっている。

(5)その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

(6)会計方針の変更

①収益認識基準の変更

　　当事業年度より、「工事契約に関する会計基準」を適用して計上している。この変更による損益に与える影響

　は軽微である。

個　別　注　記　表

自平成21年 4月 1日
至平成22年 3月31日



②退職給付債務の算定方法の変更

　　従来、退職給付債務の算定については、「退職給付会計に関する実務指針」に定める簡便法（比較指数方式）

　を採用しておりましたが、退職給付債務及び退職給付費用を算定する体制が整備されたことにより、当事業年度

　末から原則法に変更している。

　　この変更に伴い、当事業年度末における簡便法と原則法により計算した退職給付債務の差額１億１０百万円を

　特別損失に計上しており、従来と同一の方法によった場合と比較して、税引前当期純利益は１億１０百万円減

　少している。

2.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式　９,５００株


